
議案第３０号 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手 
当及び勤勉手当に関する規則等の一部改正について 

 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 
  令和５年１２月２１日提出 
                     北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美 
提案理由 会計年度任用職員等に対して勤勉手当を支給することとするため、

関係規定を改める必要があるので、この規則案を提出する。 



 



令 和 ５ 年 １ ２ 月 

教育委員会教職員課 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則等の一部改正について 
 
 
１ 改正理由 

  北九州市職員の給与に関する条例（昭和３８年北九州市条例第２４号）及び北九

州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給与に関する条例（平成２８

年北九州市条例第５７号。以下「教職員給与条例」という。）の一部改正に伴い、

令和６年４月から会計年度任用職員又は会計年度任用教職員に勤勉手当を支給す

ることから、関係規定の改正を行うもの。 

 

 

２ 改正内容 

改正対象教育委員会規則 改正内容（勤勉手当の支給要件） 

北九州市立の小学校、中学校及び特

別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則 

（平成２９年北九州市教育委員会

規則第１０号） 

〇フルタイムの会計年度任用教職員 

・基準日に在職 

（夏季：６月１日、冬季：１２月１日） 

・任用期間が６箇月以上 

北九州市教育委員会第１号会計年

度任用職員の報酬、費用弁償及び期

末手当に関する規則 

（令和２年北九州市教育委員会規

則第４号） 
〇パートタイムの会計年度任用職員 

・基準日に在職 

（夏季：６月１日、冬季：１２月１日） 

・任用期間が６箇月以上 

・週の勤務時間１５時間３０分以上 

北九州市立の小学校、中学校及び特

別支援学校の第1号会計年度任用職

員の報酬、費用弁償及び期末手当に

関する規則 

（令和２年北九州市教育委員会規

則第７号） 

  ※上記改正に伴う条文の技術的な改正もあわせて行う。 

 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日（教職員給与条例の施行日と同日） 

 



 



北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和５年  月  日 

北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美   

北九州市教育委員会規則第  号 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手 

当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正） 

第１条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

  第１条中「まで」の次に「（第３５条第１項に係る部分に限り、教職員給

与条例第４６条第４項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同

じ。）」を加える。 

  第３条第１項第２号イ中「非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例」を「非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関す

る条例」に改める。 

  第１３条に次の１項を加える。 

２ 教職員給与条例第４６条第４項において教職員給与条例第３５条第１項

の規定を読み替えて適用する場合における同項前段の教育委員会規則で定

める期間は、６箇月（６月１日を勤勉手当基準日とする勤勉手当にあって

は、６箇月から当該勤勉手当基準日以前６箇月以内の期間（当該勤勉手当

基準日の属する年度の前年度の期間に限る。）におけるその者の任用期間

を除いた期間。次条第２項において同じ。）とする。 

  第１４条第１項第２号中エをオとし、ウをエとし、イをウとし、アの次に

次のように加える。 

   イ 報酬条例の適用を受ける会計年度任用職員 

第１４条第２項中「前項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 教職員給与条例第４６条第４項において教職員給与条例第３５条第１項

の規定を読み替えて適用する場合における同項後段の教育委員会規則で定

める期間は、６箇月とする。 

３ 教職員給与条例第４６条第４項において教職員給与条例第３５条第１項



の規定を読み替えて適用する場合における同項後段の教育委員会規則で定

める者は、第１項各号に掲げる教職員とし、これらの教職員には、勤勉手

当を支給しない。 

（北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する規則の一部改正） 

第２条 北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期

末手当に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償 

、期末手当及び勤勉手当に関する規則 

  第１条中「非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を「

非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例」に、「

並びに第８条第１項及び第２項」を「、第８条各項並びに第９条各項」に、

「及び期末手当について」を「、期末手当及び勤勉手当について」に改める

。 

  第１８条を第１９条とする。 

第１７条中「又は期末手当」を「、期末手当又は勤勉手当」に改め、同条

を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

（勤勉手当） 

第１７条 前条の規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、

同条中「第８条第１項」とあるのは「第９条第１項」と、「第２４条第１

項」とあるのは「第２５条第１項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「

勤勉手当基礎額」と、「第２４条第３項」とあるのは「第２５条第３項」

と読み替えるものとする。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員

の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則の一部改正） 

第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用

職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則（令和２年北九州市教育委

員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年 

度任用職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する 

規則 

  第１条中「非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例」を「



非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例」に、「

並びに第８条第１項及び第２項」を「、第８条各項並びに第９条各項」に、

「及び期末手当について」を「、期末手当及び勤勉手当について」に改める

。 

  第１８条を第１９条とする。 

第１７条中「又は期末手当」を「、期末手当又は勤勉手当」に改め、同条

を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

（勤勉手当） 

第１７条 前条の規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、

同条中「第８条第１項」とあるのは「第９条第１項」と、「第３２条第１

項」とあるのは「第３５条第１項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「

勤勉手当基礎額」と、「第３２条第３項」とあるのは「第３５条第３項」

と読み替えるものとする。 

   付 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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教
職
員
に
は
、
勤
勉
手
当
を
支
給
し
な
い
。
 

４
 
第
５
条
の
規
定
は
、
前
３
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
 

                

    ２
 
第
５
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
 

                

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 北

九
州
市
教
育
委
員
会
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）

 

新
 

旧
 

北
九
州
市
教
育
委
員
会
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
 

手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
３
８
年
北
九
州
市
条
例
第
７
３
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１

項
、
第
５
条
第
２
項
、
第
７
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第
８
条
各
項
並
び
に
第
９
条
各
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
条
例
第
１
条
に
規
定
す
る
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
地
方
公
営
企

業
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
１
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
企
業
職
員
で
あ
る
者

並
び
に
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主

幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄

宿
舎
指
導
員
、
学
校
事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
で
あ
る
者
以
外
の
者
（
以
下
「
職
員
」
と

い
う
。
）
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。
 

（
勤
勉
手
当
）
 

第
１
７
条
 
前
条
の
規
定
は
、
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

「
第
８
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
９
条
第
１
項
」
と
、
「
第
２
４
条
第
１
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
２
５
条
第
１
項
」
と
、
「
期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
勤
勉
手
当
基
礎
額
」
と

、
「
第
２
４
条
第
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
２
５
条
第
３
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
端
数
計
算
）
 

第
１
８
条
 
こ
の
規
則
の
規
定
（
第
６
条
か
ら
第
９
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
報
酬
、

北
九
州
市
教
育
委
員
会
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
 

末
手
当
に
関
す
る
規
則
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
３
８
年
北
九
州
市
条
例
第
７
３
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
、
第
５
条

第
２
項
、
第
７
条
第
３
項
及
び
第
４
項
並
び
に
第
８
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
条
例
第
１
条
に
規
定
す
る
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和

２
７
年
法
律
第
２
９
２
号
）
第
１
５
条
第
１
項
に
規
定
す
る
企
業
職
員
で
あ
る
者
並
び
に
北
九

州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指

導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員

、
学
校
事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
で
あ
る
者
以
外
の
者
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の

報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

      

（
端
数
計
算
）
 

第
１
７
条
 
こ
の
規
則
の
規
定
（
第
６
条
か
ら
第
９
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
報
酬
、



新
 

旧
 

費
用
弁
償
、
期
末
手
当
又
は
勤
勉
手
当
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
又
は
勤
勉
手
当
の

額
と
す
る
。
 

（
委
任
）
 

第
１
９
条
 
 
略
 

                

費
用
弁
償
又
は
期
末
手
当
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
報
酬
、
費
用
弁
償
又
は
期
末
手
当
の
額
と
す
る
。
 

 

（
委
任
）
 

第
１
８
条
 
 
略
 

                

 



 
 
 
 
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
３
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
第
１
号
会
計
年
度
任
用

 

職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
３
８
年
北
九
州
市
条
例
第
７
３
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１

項
、
第
５
条
第
２
項
、
第
７
条
第
３
項
及
び
第
４
項
、
第
８
条
各
項
並
び
に
第
９
条
各
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
条
例
第
１
条
に
規
定
す
る
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
北
九
州
市
立

の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭

、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校

事
務
職
員
及
び
学
校
栄
養
職
員
で
あ
る
者
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
、
費
用
弁
償

、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
勤
勉
手
当
）

 

第
１
７
条
 
前
条
の
規
定
は
、
勤
勉
手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

「
第
８
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
９
条
第
１
項
」
と
、「

第
３
２
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
３
５
条
第
１
項
」
と
、「

期
末
手
当
基
礎
額
」
と
あ
る
の
は
「
勤
勉
手
当
基
礎
額
」
と
、「

第
３
２
条
第
３
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
３
５
条
第
３
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

（
端
数
計
算
）

 

第
１
８
条
 
こ
の
規
則
の
規
定
（
第
５
条
か
ら
第
８
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
報
酬
、

費
用
弁
償
、
期
末
手
当
又
は
勤
勉
手
当
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
報
酬
、
費
用
弁
償
、
期
末
手
当
又
は
勤
勉
手
当
の

北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
第
１
号
会
計
年
度
任
用

 

職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
３
８
年
北
九
州
市
条
例
第
７
３
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
、
第
５
条

第
２
項
、
第
７
条
第
３
項
及
び
第
４
項
並
び
に
第
８
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
条
例
第
１
条
に
規
定
す
る
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
、
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、

中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養

護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
講
師
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
事
務
職
員
及

び
学
校
栄
養
職
員
で
あ
る
者
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手

当
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

     

（
端
数
計
算
）

 

第
１
７
条
 
こ
の
規
則
の
規
定
（
第
５
条
か
ら
第
８
条
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
報
酬
、

費
用
弁
償
又
は
期
末
手
当
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
報
酬
、
費
用
弁
償
又
は
期
末
手
当
の
額
と
す
る
。

 



新
 

旧
 

額
と
す
る
。

 

（
委
任
）

 

第
１
９
条
 
 
略

 

                  

 

（
委
任
）

 

第
１
８
条
 
 
略

 

  

 


